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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの端末が有線によって接続され、上記端末から有線により供給されるパ
ケットデータを、他の無線局に対して無線により送信する、又は上記他の無線局から供給
されるパケットデータを上記端末に対して有線により供給する無線パケットデータ送受信
装置であって、
　有線から供給される上記パケットデータの送信元アドレスを検出する送信元アドレス読
取り手段と、
　上記端末のアドレスを記憶するアドレス記憶手段と、
　上記アドレス記憶手段に記憶したアドレスの数に基づいて、自身のアドレスを決定する
制御手段とを備えること
　を特徴とする無線パケットデータ送受信装置。
【請求項２】
　上記端末から有線によって上記パケットデータを供給されないときは、上記他の無線局
から送出されるパケットデータを全て受信して上記端末へと送ること
　を特徴とする請求項１記載の無線パケットデータ送受信装置。
【請求項３】
　上記制御手段は、上記端末から１つのパケットデータを受信すると、パケットデータの
送信元アドレスを自身のアドレスとすること
　を特徴とする請求項１記載の無線パケットデータ送受信装置。
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【請求項４】
　上記端末のアドレスを宛先とするパケットデータが、上記他の無線局から無線により供
給されたとき、確認応答を送信すること
　を特徴とする請求項３記載の無線パケットデータ送受信装置。
【請求項５】
　上記制御手段は、複数のパケットデータを受信すると、固有のアドレスを自身のアドレ
スとし、端末のアドレス管理を行うこと
　を特徴とする請求項１記載の無線パケットデータ送受信装置。
【請求項６】
　上記固有のアドレスを自身のアドレスとした旨の信号を上記他の無線局に対して送信す
ること
　を特徴とする請求項５記載の無線パケットデータ送受信装置。
【請求項７】
　上記他の無線局が無線により送出した宛先未認識のパケットデータを自局宛のパケット
データとして受信すること
　を特徴とする請求項５記載の無線パケットデータ送受信装置。
【請求項８】
　少なくとも１つの端末が有線によって接続され、上記端末から有線により供給されるパ
ケットデータを、他の無線局に対して無線により送信する、又は上記他の無線局から供給
されるパケットデータを上記端末に対して有線により供給する無線パケットデータ送受信
方法であって、
　有線から供給される上記パケットデータの送信元アドレスを検出する送信元アドレス読
取り工程と、
　上記端末のアドレスをアドレス記憶手段に記憶するアドレス記憶工程と、
　上記アドレス記憶手段に記憶したアドレスの数に基づいて、自身のアドレスを決定する
制御工程とを備えること
　を特徴とする無線パケットデータ送受信方法。
【請求項９】
　上記端末から有線によって上記パケットデータを供給されないときは、上記他の無線局
から送出されるパケットデータを全て受信すること
　を特徴とする請求項８記載の無線パケットデータ送受信方法。
【請求項１０】
　上記端末から１つのパケットデータを受信すると、パケットデータの送信元アドレスを
自身のアドレスとすること
　を特徴とする請求項８記載の無線パケットデータ送受信方法。
【請求項１１】
　上記端末のアドレスを宛先とするパケットデータが、上記他の無線局から無線により供
給されたとき、確認応答を送信すること
　を特徴とする請求項１０記載の無線パケットデータ送受信方法。
【請求項１２】
　複数のパケットデータを受信すると、固有のアドレスを自身のアドレスとし、端末のア
ドレス管理を行うこと
　を特徴とする請求項８記載の無線パケットデータ送受信方法。
【請求項１３】
　上記制御工程において、上記固有のアドレスを自身のアドレスとした旨の信号を上記他
の無線局に対して送信すること
　を特徴とする請求項１２記載の無線パケットデータ送受信方法。
【請求項１４】
　上記他の無線局が無線により送出した宛先未認識のパケットデータを自局宛のパケット
データとして受信すること
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　を特徴とする請求項１２記載の無線パケットデータ送受信方法。
【請求項１５】
　少なくとも１つの端末が有線によって接続される一方の無線局と、少なくとも１つの端
末が有線によって接続される他方の無線局との間で、パケットデータを無線により送受信
する無線パケットデータ送受信システムであって、
　上記一方の無線局、又は上記他方の無線局は、
　有線から供給される上記パケットデータの送信元アドレスを検出する送信元アドレス読
取り手段と、
　記端末のアドレスを記憶するアドレス記憶手段と、
　上記アドレス記憶手段に記憶したアドレスの数に基づいて、自身のアドレスを決定する
制御手段とを備え、
　上記一方の無線局が、上記他方の無線局からパケットデータを受信する際に、上記パケ
ットデータの宛先無線局アドレスが一方の無線局のアドレスであり且つ宛先端末アドレス
が一方の無線局に接続される端末のアドレスであるとき、上記一方の無線局は、上記他方
の無線局に対して確認応答を送信し、
　上記一方の無線局から確認応答が送信されないときは、上記他方の無線局は、複数の端
末が有線によって接続される無線局へと上記パケットデータを送信すること
　を特徴とする無線パケットデータ送受信システム。
【請求項１６】
　上記一方の無線局、又は上記他方の無線局における上記制御手段は、上記端末から有線
によって上記パケットデータを供給されないときは、上記他方の無線局から送出されるパ
ケットデータを全て受信すること
　を特徴とする請求項１５記載の無線パケットデータ送受信システム。
【請求項１７】
　上記一方の無線局、又は上記他方の無線局は、上記端末から１つのパケットデータを受
信すると、パケットデータの送信元アドレスを自身のアドレスとすること
　を特徴とする請求項１５記載の無線パケットデータ送受信システム。
【請求項１８】
　上記一方の無線局、又は上記他方の無線局は、複数のパケットデータを受信すると、固
有のアドレスを自身のアドレスとすること
　を特徴とする請求項１５記載の無線パケットデータ送受信システム。
【請求項１９】
　上記一方の無線局における上記制御手段は、上記固有のアドレスを自身のアドレスとし
た旨の信号を上記他方の無線局に対して送信する、及び上記他方の無線局における上記制
御手段は、上記固有のアドレスを自身のアドレスとした旨の信号を上記一方の無線局に対
して送信すること
　を特徴とする請求項１８載の無線パケットデータ送受信システム。
【請求項２０】
　上記一方の無線局は、上記他方の無線局が無線により送出した宛先未認識のパケットデ
ータを自局宛のパケットデータとして受信すること及び上記他方の無線局は、上記一方の
無線局が無線により送出した宛先未認識のパケットデータを自局宛のパケットデータとし
て受信すること
　を特徴とする請求項１８記載の無線パケットデータ送受信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、無線によりパケットデータの送受信を行う無線パケットデータ送受信装置，無
線パケットデータ送受信方法及び無線パケットデータ送受信システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
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ＩＥＥＥ（Ｔｈｅ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏ
ｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ，Ｉｎｃ．；アメリカ電気・電子技術者協会）８０２．１
１によって、国際的に標準規格化されている無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）では、無線ＬＡＮによって構成される無線ネットワークと有線ＬＡＮとによっ
て構成されるネットワークとを接続する場合、有線ＬＡＮに特定の機能を有する無線局を
設けている。この無線局は、例えばアクセスポイントと呼ばれ、無線ネットワークを構成
する全無線局及び有線ＬＡＮに接続される全通信端末を管理している。
【０００３】
このアクセスポイントは、自局が管理する無線ネットワークであるセルと呼ばれる通信可
能範囲に存在する複数の無線局のＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　ＡｃｃｅｓｓＣｏｎｔｒｏｌ；媒
体アクセス制御）アドレスのリストを記憶している。また、アクセスポイントは、自局に
有線で接続される何れかの通信端末から受信したパケットデータのうち、宛先ＭＡＣアド
レスが他の無線局に接続されている通信端末のＭＡＣアドレスとなっているパケットデー
タのみを無線上に送出することによって、無線通信に不要なパケットデータが無線上に流
入することを防止している。
【０００４】
すなわち、ＩＥＥＥ８０２．１１等の無線ＬＡＮにおいて、有線ネットワークに接続され
ている無線局は、無線ＬＡＮを構成する他の無線局のＭＡＣアドレスを管理している。ま
た、有線ネットワークに接続されている無線局は、他の無線局に接続される通信端末宛の
パケットデータのみを無線ネットワークへと送信する。
【０００５】
一方、パソコン等の通信端末に接続されている無線局は、アダプタと呼ばれ、通信端末の
ＭＡＣアドレスを自らの無線通信用のＭＡＣアドレスとし、無線上を流れる自局宛のパケ
ットデータのみを受信する。
【０００６】
上述のように、ＩＥＥＥ８０２．１１に準拠する無線ＬＡＮでは、アクセスポイントとア
ダプタとの切り換えは規定されておらず、それぞれの無線局によって、動作に必要な機能
やパケットデータの送受信を行う際の動作等が異なるため、有線ネットワークに接続され
る無線局及び通信端末を接続する無線局は、それぞれアクセスポイント，アダプタといっ
た専用の無線局として市販されている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、有線ネットワークのインターフェイスであるＩＥＥＥ８０２．１１に規定され
る１０ＢＡＳＥ－Ｔにおいて、インターフェイスコネクタは、通信端末に接続される場合
も、集線装置（ＨＵＢ）等の有線ネットワークに接続される場合も、いわゆるＲＪ４５と
呼ばれるモジュラージャックが使用される。通信端末に接続される場合とネットワークに
接続される場合との相違は、クロスケーブルを用いるか、ストレートケーブルを用いるか
という点のみである。
【０００８】
このようにＩＥＥＥ８０２．１１に規定される１０ＢＡＳＥ－Ｔにおいて、インターフェ
イスコネクタは、接続対象が異なっても、同一のコネクタによって相互のパケットデータ
の送受信が可能であるのにも関わらず、ユーザがネットワークの構成と機能とを理解して
、アクセスポイントとアダプタとを使い分けたり、無線局の機能を切り換える必要があっ
た。
【０００９】
そこで、本発明は、このような従来の実情に鑑みて提案されたものであり、有線ネットワ
ークに対しても、通信端末に対しても接続可能な無線パケットデータ送受信装置を提供す
ることを目的とする。
【００１０】
また、有線ネットワークに対しても、通信端末に対しても接続してパケットデータの送受
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信が可能となる無線パケットデータ送受信方法を提供することを目的とする。
【００１１】
また、有線ネットワークに接続される無線局と通信端末に接続される無線局とを区別する
ことなく構築できる無線パケットデータ送受信システムを提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上述した目的を達成するために、本発明に係る無線パケットデータ送受信装置は、少な
くとも１つの端末が有線によって接続され、端末から有線により供給されるパケットデー
タを、他の無線局に対して無線により送信する、又は他の無線局から供給されるパケット
データを端末に対して有線により供給する無線パケットデータ送受信装置であって、有線
から供給されるパケットデータの送信元アドレスを検出する送信元アドレス読取り手段と
、端末のアドレスを記憶するアドレス記憶手段と、アドレス記憶手段に記憶したアドレス
の数に基づいて、自身のアドレスを決定する制御手段とを備えることを特徴とする。
【００１３】
　上述の無線パケットデータ送受信装置は、送信元アドレス読取り手段において、有線か
ら供給されるパケットデータの送信元アドレスを検出し、アドレス記憶手段において、端
末のアドレスを記憶し、制御手段において、アドレス記憶手段に記憶したアドレスの数に
基づいて自身のアドレスを決定する。
【００１４】
　また、上述した目的を達成するために、本発明に係る無線パケットデータ送受信方法は
、少なくとも１つの端末が有線によって接続され、端末から有線により供給されるパケッ
トデータを、他の無線局に対して無線により送信する、又は他の無線局から供給されるパ
ケットデータを端末に対して有線により供給する無線パケットデータ送受信方法であって
、有線から供給されるパケットデータの送信元アドレスを検出する送信元アドレス読取り
工程と、端末のアドレスをアドレス記憶手段に記憶するアドレス記憶工程と、アドレス記
憶手段に記憶したアドレスの数に基づいて、自身のアドレスを決定する制御工程とを備え
ることを特徴とする。
【００１５】
　上述の無線パケットデータ送受信方法は、送信元アドレス読取り工程において、有線か
ら供給されるパケットデータの送信元アドレスを検出し、アドレス記憶工程において、端
末のアドレスを記憶し、制御工程において、アドレス記憶手段に記憶したアドレスの数に
基づいて自身のアドレスを決定する。
【００１６】
　また、上述した目的を達成するために、本発明に係る無線パケットデータ送受信システ
ムは、少なくとも１つの端末が有線によって接続される一方の無線局と、少なくとも１つ
の端末が有線によって接続される他方の無線局との間で、パケットデータを無線により送
受信する無線パケットデータ送受信システムであって、一方の無線局、又は他方の無線局
は、有線から供給されるパケットデータの送信元アドレスを検出する送信元アドレス読取
り手段と、端末のアドレスを記憶するアドレス記憶手段と、アドレス記憶手段に記憶した
アドレスの数に基づいて、自身のアドレスを決定する制御手段とを備え、一方の無線局が
、他方の無線局からパケットデータを受信する際に、パケットデータの宛先無線局アドレ
スが一方の無線局のアドレスであり且つ宛先端末アドレスが一方の無線局に接続される端
末のアドレスであるとき、一方の無線局は、他方の無線局に対して確認応答を送信し、一
方の無線局から確認応答が送信されないときは、他方の無線局は、複数の端末が有線によ
って接続される無線局へとパケットデータを送信することを特徴とする。
【００１７】
　上述の無線パケットデータ送受信システムは、少なくとも一方の無線局が、送信元アド
レス読取り手段において、有線から供給されるパケットデータの送信元アドレスを検出し
、アドレス記憶手段において、端末のアドレスを記憶し、制御手段において、アドレス記
憶手段に記憶したアドレスの数に基づいて自身のアドレスを決定する。
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【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参考にして詳細に説明する。
【００１９】
本発明を適用した実施の形態は、本発明に係る無線パケットデータ送受信装置を適用した
無線局を用いて構成される無線パケット送受信システムである。
【００２０】
この無線パケット送受信システムは、例えば、複数の無線局が、無線によりパケットデー
タの送受信を行うような無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）であり、
無線局は、自らに接続される通信端末の数に応じて、自局機能の切換を行うものである。
【００２１】
本来、各無線局は、互いに同等の機能を有し、区別して用いられることはないが、本実施
の形態においては、無線パケット送受信システムを構成する無線局のうち１つが行うパケ
ットデータの送受信処理について示す。
【００２２】
本発明を適用した無線パケット送受信システム１の実施の形態の一構成例を、図１に示す
。無線パケット送受信システム１は、後述する無線局２０又は後述する無線局３０との間
で通信を行う無線局１０と、無線局１０又は後述する無線局３０との間で通信を行う無線
局２０と、無線局１０及び無線局２０との間で通信を行う無線局３０とから構成されてい
る。
【００２３】
無線局１０は、有線ネットワークによって、複数個の通信端末と接続されている。具体的
には、有線ネットワークは、ＩＥＥＥ（Ｔｈｅ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒ
ｉｃａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ，Ｉｎｃ．；アメリカ電気・電
子技術者協会）によって標準化されている１０ＢＡＳＥ－Ｔに準拠し、インターフェイス
コネクタは、いわゆるＲＪ４５のモジュラージャックのポート形状をサポートしている集
線装置（以下、ＨＵＢと記す。）４０と、上記ＨＵＢ４０に接続される通信端末１０ａ，
１０ｂ，１０ｃ及び１０ｄとから構成されている。
【００２４】
このような無線パケットデータ送受信システム１において、通信端末間を送受信されるパ
ケットデータは、例えば、ＩＥＥＥ８０２．３に規定されているＣＳＭＡ／ＣＤ（キャリ
ア検知多重アクセス／衝突検出）型ＬＡＮに準拠したフレームフォーマットの構造とされ
ている。
【００２５】
無線パケットデータ送受信システム１において、通信端末間を送受信されるパケットデー
タのＭＡＣアドレスは、図２に示すように、当該パケットデータや、後述する送信データ
領域に格納されるデータ等の情報を格納しているフレームコントロール領域（Ｆｒａｍｅ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ）と、フレーム長を示すデュレーションＩＤ領域（Ｄｕｒａｔｉｏｎ　
ＩＤ）と、無線ネットワークにおいて受信しようとしているフレームのアドレスＲＡ（レ
シーバ・アドレス）、すなわち無線ネットワークにおける当該パケットデータの宛先とな
る無線局を指定する宛先アドレスが書き込まれているアドレス１領域（Ａｄｄｒｅｓｓ１
）と、無線ネットワークにおいて送信しようとしているフレームのアドレスＴＡ（トラン
スミッタ・アドレス）、すなわち無線ネットワークにおける当該パケットデータの送信元
となる無線局の送信元アドレスが書き込まれているアドレス２領域（Ａｄｄｒｅｓｓ２）
と、当該パケットデータの宛先となる通信端末を指定する宛先アドレスＤＡ（デスティネ
ーション・アドレス）が書き込まれているアドレス３領域（Ａｄｄｒｅｓｓ３）と、当該
パケットデータの送信元となる通信端末を示す送信元アドレスＳＡ（ソース・アドレス）
が書き込まれているアドレス４領域（Ａｄｄｒｅｓｓ４）と、シーケンスの制御を行うシ
ーケンスコントロール領域（Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）と、送信データを格納
する送信データ領域（Ｆｒａｍｅ　Ｂｏｄｙ）と、パケット伝送中のエラーの検出を行う
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ＣＲＣ（サイクリック・リダンダンシ・チェック）領域とから構成されている。
【００２６】
上述したパケットデータのフレーム構造において、特に、アドレス４領域に格納される当
該パケットデータの送信元となる通信端末を示す送信元アドレスＳＡを、有線ＭＡＣ用送
信元アドレスＳＡと記す。
【００２７】
無線局１０，無線局２０及び無線局３０は、例えば図３に示すような構成を有している。
各々の無線局は、便宜上、無線局１０，無線局２０，無線局３０と名称を付しているが、
本来は互いに同等の機能を有し、区別して用いられることはない。したがって、ここでは
無線局１０を用いて各構成を説明する。
【００２８】
無線局１０は、図３に示すように、無線局２０及び無線局３０との間で無線通信を行うた
めの無線機１１と、１０ＢＡＳＥ－ＴのＨＵＢ４０、又は通信端末等とデータを送受信す
るための有線ＬＡＮＩ／Ｆ（インターフェイス）回路１２と、有線ＬＡＮＩ／Ｆ回路１２
から供給されるパケットデータの有線ＬＡＮネットワーク内で有効な有線ＭＡＣ（Ｍｅｄ
ｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）用送信元アドレスＳＡを検出する送信元アドレス
読取り回路１３と、上記有線ＭＡＣ用送信元アドレスＳＡを記憶するアドレス記憶回路１
４と、アドレス記憶回路１４に記憶した有線ＭＡＣ用送信元アドレスＳＡの個数に応じて
自身のアドレスを決定するアドレス制御回路１５と、図示しないが各回路における処理を
制御して実行するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ；中央演算
処理装置）とを備える。
【００２９】
無線局１０において、無線機１１は、有線ＬＡＮＩ／Ｆ回路１２からパケットデータを供
給される。無線機１１は、無線局２０及び無線局３０から無線により供給されるパケット
データを受信する。また、無線機１１は、無線局２０及び無線局３０に対してパケットデ
ータを送信する。
【００３０】
有線ＬＡＮＩ／Ｆ回路１２は、１０ＢＡＳＥ－ＴのＨＵＢ４０又は通信端末よりパケット
データを供給される。また、有線ＬＡＮＩ／Ｆ回路１２は、１０ＢＡＳＥ－ＴのＨＵＢ４
０又は通信端末へとパケットデータを供給する。
【００３１】
送信元アドレス読取り回路１３は、図示しないＣＰＵに制御されて、有線ＬＡＮＩ／Ｆ回
路１２から供給されたパケットデータから有線ＭＡＣ用送信元アドレスＳＡを検出し、こ
の有線ＭＡＣ用送信元アドレスＳＡをアドレス記憶回路１４へと供給する。
【００３２】
アドレス記憶回路１４は、送信元アドレス読取り回路１３から供給された有線ＭＡＣ用送
信元アドレスＳＡを記憶する。
【００３３】
アドレス制御回路１５は、アドレス記憶回路１４に記憶されている送信元アドレスの数に
応じて、無線局１０自身の機能の切換を行う。具体的には、アドレス制御回路１５は、無
線局１０自身に接続される通信端末の個数に応じて、無線局１０のアドレスを決定する。
すなわち、アドレス制御回路１５は、無線局１０に接続される通信端末が１つのとき、従
来のアダプタとして機能するようにし、無線局１０に接続される通信端末が複数あるとき
、従来のアクセスポイントとして機能するように制御する。
【００３４】
図示しないＣＰＵは、無線局１０を構成する上述の各回路における処理を制御して実行す
る。
【００３５】
上述の構成を有する無線局１０は、当該無線局１０自身に有線で接続される通信端末１０
ａ，１０ｂ，１０ｃ及び１０ｄの各々と１０ＢＡＳＥ－Ｔを介してパケットデータの送受
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信が可能である。また、無線局１０は、無線局２０，無線局３０と無線によるパケットデ
ータの送受信が可能である。
【００３６】
したがって、無線局１０は、無線局１０自身に接続される通信端末１０ａ乃至１０ｄの各
々と、無線局２０に接続されている通信端末２０ａと、無線局３０に接続されている通信
端末３０ａとの間で、パケットデータの送受信を行うことができる。
【００３７】
通信端末１０ａ乃至１０ｄは、例えばＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）やプ
リンタ等のデータ処理装置である。通信端末１０ａ乃至１０ｄは、１０ＢＡＳＥ－ＴのＨ
ＵＢ４０を介して、無線局１０とパケットデータの送受信を行う。また、通信端末１０ａ
乃至１０ｄは、１０ＢＡＳＥ－ＴのＨＵＢ４０を介して、互いにパケットデータの送受信
を行うこともできる。
【００３８】
上述のように構成される無線パケット送受信システム１において、本発明に係る無線パケ
ットデータ送受信装置を適用した無線局は、図４に示す一連の工程を経ることによって、
自らのアドレスを決定する。
【００３９】
無線局１０は、電源を投入されると、まずステップＳ１において、ＩＥＥＥ８０２．１１
の１０ＢＡＳＥ－Ｔのリンクテストが合格であるか否かの判別を行う。無線局１０は、１
０ＢＡＳＥ－Ｔのリンクテストが合格になるまで繰り返し行う。
【００４０】
無線局１０は、１０ＢＡＳＥ－Ｔのリンクテストが合格の場合、ステップＳ２において、
ＣＰＵは、無線局１０の状態を未認識状態へと遷移させる。この未認識状態では、無線局
１０は、１０ＢＡＳＥ－ＴのＨＵＢ４０によって接続されている通信端末１０ａ乃至１０
ｄのアドレスを判別することはできない。したがって、無線局１０は、未認識状態におい
て、無線局２０及び３０から送出されるパケットデータを全て受信し、１０ＢＡＳＥ－Ｔ
のＨＵＢ４０を介して、全ての通信端末１０ａ乃至１０ｄへと送出している。
【００４１】
続いて、ステップＳ３において、未認識状態の無線局１０におけるＣＰＵは、有線ＬＡＮ
Ｉ／Ｆ回路１２が、パケットデータを受信したか否かを判別する。ＣＰＵは、パケットデ
ータを受信するまで、受信したか否かの確認を行う。
【００４２】
有線ＬＡＮＩ／Ｆ回路１２が、ＨＵＢ４０を介して接続されている通信端末から、パケッ
トデータを供給された場合、ステップＳ４において、有線ＬＡＮＩ／Ｆ回路１２は、この
パケットデータを送信元アドレス読取り回路１３へと供給する。
【００４３】
送信元アドレス読取り回路１３は、ステップＳ５において、ＣＰＵに制御され、パケット
データの有線ＭＡＣ用送信元アドレスＳＡを検出し、検出した有線ＭＡＣ用送信元アドレ
スＳＡをアドレス記憶回路１４へと供給する。
【００４４】
アドレス記憶回路１４は、ステップＳ６において、送信元アドレス読取り回路１３が検出
した有線ＭＡＣ用送信元アドレスＳＡを、無線局１０自身の無線ＭＡＣ用アドレスに対応
するアドレスとして記憶する。このとき、無線局１０は、アドレス制御回路１５に制御さ
れて、従来のアダプタに相当する機能を有する状態へと切り換わる。
【００４５】
次に、ステップＳ７において、アドレス制御回路１５は、アドレス記憶回路１４に記憶さ
れるアドレスの個数が複数個あるか否かを判別する。
【００４６】
アドレス記憶回路１４に、１個のアドレスが記憶されているのみであった場合、アドレス
制御回路１５は、ステップＳ８において、アドレス記憶回路１４に記憶されている有線Ｍ
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ＡＣアドレスを、無線局１０自らの無線ＭＡＣアドレスとして使用し、ステップＳ３へと
戻る。このとき、無線局１０は、自局宛のパケットデータを受信すると、送信元の通信端
末に対して確認応答（ＡＣＫ）を返信する。
【００４７】
一方、アドレス記憶回路１４に、複数の有線ＭＡＣアドレスが記憶されている場合、ステ
ップＳ９において、ＣＰＵは、無線局１０が有線ネットワークに接続される無線局である
旨の信号を生成し、無線機１１を制御して無線局２０及び３０に対してこの信号を送信す
る。また、アドレス制御回路１５は、無線局１０自身のアドレスを有線ネットワークに接
続される無線局であることを示す固有のアドレスへと変更し、一連の処理を終了する。こ
れは、無線局１０が従来のアクセスポイントに相当する機能を有する状態である。
【００４８】
このとき、無線局２０及び３０は、パケットデータの宛先アドレスに該当する無線局が、
無線パケットデータ送受信システム１内に確認できないと、無線局１０宛にパケットデー
タを送信する。
【００４９】
上述のように無線パケットデータ送受信システム１は、アドレス記憶回路１４に記憶され
ている通信端末の個数を判別することによって、いわゆるピア・ツー・ピア接続であるか
、有線ネットワークへの接続であるかを自動的に選択することによって、無線局１０自身
の無線ネットワークで有効なアドレスを自動的に決定し、その機能を選択することができ
る。
【００５０】
そのため、ユーザは、無線パケットデータ送受信システム１を用いて無線ネットワークを
構築する場合、ネットワークの構成と機能を理解した上で、接続する無線局を使い分けた
り、無線局の機能を切り換えるといった煩雑な作業が低減される。
【００５１】
また、無線局１０は、通信端末が単体で接続されているような場合、自局宛に送信される
パケットデータを受信した際に、確認応答（ＡＣＫ）を返信することが可能になるため、
通信品質，通信信頼性が向上する。
【００５２】
【発明の効果】
　本発明に係る無線パケットデータ送受信装置は、少なくとも１つの端末が有線によって
接続され、端末から有線により供給されるパケットデータを、他の無線局に対して無線に
より送信する、又は他の無線局から供給されるパケットデータを端末に対して有線により
供給する無線パケットデータ送受信装置であって、有線から供給されるパケットデータの
送信元アドレスを検出する送信元アドレス読取り手段と、端末のアドレスを記憶するアド
レス記憶手段と、アドレス記憶手段に記憶したアドレスの数に基づいて、自身のアドレス
を決定する制御手段とを備える。
【００５３】
　上述の無線パケットデータ送受信装置は、送信元アドレス読取り手段において、有線か
ら供給されるパケットデータの送信元アドレスを検出し、アドレス記憶手段において、端
末のアドレスを記憶し、制御手段において、アドレス記憶手段に記憶したアドレスの数に
基づいて自身のアドレスを決定する。
【００５４】
したがって、本発明に係る無線パケットデータ送受信装置は、いわゆるピア・ツー・ピア
接続であるか、有線ネットワークへの接続であるかを自動的に選択して、自らの機能の切
換を行うため、通信端末と有線ネットワークの何れに対しても接続可能な無線局として機
能する。
【００５５】
そのため、ユーザは、本発明に係る無線パケットデータ送受信装置を用いて無線ネットワ
ークを構築する場合、ネットワークの構成と機能を理解した上で、接続する無線局を使い
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分けたり、無線局の機能を切り換えるといった煩雑な作業が低減される。
【００５６】
更に、本発明に係る無線パケットデータ送受信装置は、通信端末と有線ネットワークの何
れに対しても接続可能であるため、有線ネットワークを管理するための特定の機能を有す
る無線局を設ける必要がなくなり、無線ネットワークを構築する上でのコストが削減され
る。
【００５７】
　本発明に係る無線パケットデータ送受信方法は、少なくとも１つの端末が有線によって
接続され、端末から有線により供給されるパケットデータを、他の無線局に対して無線に
より送信する、又は他の無線局から供給されるパケットデータを端末に対して有線により
供給する無線パケットデータ送受信方法であって、有線から供給されるパケットデータの
送信元アドレスを検出する送信元アドレス読取り工程と、端末のアドレスを記憶するアド
レス記憶工程と、アドレス記憶手段に記憶したアドレスの数に基づいて、自身のアドレス
を決定する制御工程とを備える。
【００５８】
　上述の無線パケットデータ送受信方法は、送信元アドレス読取り工程において、有線か
ら供給されるパケットデータの送信元アドレスを検出し、アドレス記憶工程において、端
末のアドレスを記憶し、制御工程において、アドレス記憶手段に記憶したアドレスの数に
基づいて自身のアドレスを決定する。
【００５９】
したがって、本発明に係る無線パケットデータ送受信方法は、いわゆるピア・ツー・ピア
接続であるか、有線ネットワークへの接続であるかを自動的に選択するため、通信端末と
有線ネットワークの何れに接続されている場合もパケットデータの送受信が可能である。
【００６０】
そのため、ユーザは、本発明に係る無線パケットデータ送受信方法を用いて無線によりパ
ケットデータの送受信を行う場合、ネットワークの構成と機能を理解した上で、接続する
無線局を使い分けたり、無線局の機能を切り換えるといった煩雑な作業が低減される。
【００６１】
更に、本発明に係る無線パケットデータ送受信方法は、通信端末と有線ネットワークの何
れに接続した場合にもパケットデータの送受信が可能であるため、有線ネットワークを管
理するための特定の機能を有する無線局を設ける必要がなくなり、無線ネットワークを構
築する上でのコストが削減される。
【００６２】
　また、本発明に係る無線パケットデータ送受信システムは、少なくとも１つの端末が有
線によって接続される一方の無線局と、少なくとも１つの端末が有線によって接続される
他方の無線局との間で、パケットデータを無線により送受信する無線パケットデータ送受
信システムであって、一方の無線局、又は他方の無線局は、有線から供給されるパケット
データの送信元アドレスを検出する送信元アドレス読取り手段と、端末のアドレスを記憶
するアドレス記憶手段と、アドレス記憶手段に記憶したアドレスの数に基づいて、自身の
アドレスを決定する制御手段とを備え、一方の無線局が、他方の無線局からパケットデー
タを受信する際に、パケットデータの宛先無線局アドレスが一方の無線局のアドレスであ
り且つ宛先端末アドレスが一方の無線局に接続される端末のアドレスであるとき、一方の
無線局は、他方の無線局に対して確認応答を送信し、一方の無線局から確認応答が送信さ
れないときは、他方の無線局は、複数の端末が有線によって接続される無線局へとパケッ
トデータを送信する。
【００６３】
　上述の無線パケットデータ送受信システムは、少なくとも一方の無線局が、送信元アド
レス読取り手段において、有線から供給されるパケットデータの送信元アドレスを検出し
、アドレス記憶手段において、端末のアドレスを記憶し、制御手段において、アドレス記
憶手段に記憶したアドレスの数に基づいて自身のアドレスを決定する。
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【００６４】
したがって、本発明に係る無線パケットデータ送受信システムは、無線局と通信端末との
接続が、いわゆるピア・ツー・ピア接続であるか、有線ネットワークへの接続であるかを
自動的に判断して、無線局の機能を切り換えることができるため、通信端末と有線ネット
ワークの何れに対しても接続可能である。
【００６５】
そのため、ユーザは、本発明に係る無線パケットデータ送受信システムによって無線ネッ
トワークを構築する場合、ネットワークの構成と機能を理解した上で、接続する無線局を
使い分けたり、無線局の機能を切り換えるといった煩雑な作業が低減される。
【００６６】
更に、本発明に係る無線パケットデータ送受信システムは、通信端末と有線ネットワーク
の何れに対しても接続可能であるため、有線ネットワークを管理するための特定の機能を
有する無線局を設ける必要がなくなり、無線ネットワークを構築する上でのコストが削減
される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る無線パケット送受信システムの一構成例を示す構成図である
【図２】本発明に係る無線パケット送受信システムにおいて、各通信端末間で送受信され
るパケットデータのフレーム構造を示す構造図である。
【図３】本発明に係る無線パケットデータ送受信装置を適用した無線局の一構成例を示す
ブロック図である。
【図４】本発明に係る無線パケット送受信装置を適用した無線局を用いて構成される無線
パケット送受信システムが、自らのアドレスを決定する処理の各工程を示すフローチャー
トである。
【符号の説明】
０　無線パケットデータ送受信システム、１０，２０，３０　無線局、１０ａ，１０ｂ，
１０ｃ，２０ａ，３０ａ　通信端末、１１　無線機、１２　有線ＬＡＮＩ／Ｆ回路、１３
　送信元アドレス読取り回路、１４　アドレス記憶回路、１５　アドレス制御回路　４０
　ＨＵＢ
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